
(1)和光都市計画 生産緑地地区の変更について

資料１



和光都市計画生産緑地地区の変更（和光市決定）

１ 都市計画生産緑地地区中第５１号、第５８号を次のように変更する。

２ 都市計画生産緑地地区中第５１－１号、第５８号、第１５７号を廃止する。

３ 都市計画生産緑地地区中第９２号地区を第９２－１号、第９２－２号及び第９２－３

号に分割し、面積を次のように変更する。

理 由

法第１４条の規定に基づく行為制限の解除により都市計画生産緑地地区を本案のとおり

変更するものである。

１

名 称 面 積 備 考

第５１－１号生産緑地地区

第５１－２号生産緑地地区

第５８号生産緑地地区

約 0.35ha

約 0.16ha

約 0.13ha

変更概要図参照（Ｐ５）

変更概要図参照（Ｐ５）

変更概要図参照（Ｐ７）

名 称 面 積 備 考

第５１－１号生産緑地地区

第５８号生産緑地地区

第１５７号生産緑地地区

約 0.35ha

約 0.13ha

約 0.32ha

変更概要図参照（Ｐ５）

変更概要図参照（Ｐ７）

変更概要図参照（Ｐ９）

名 称 面 積 備 考

第９２－１号生産緑地地区

第９２－２号生産緑地地区

第９２－３号生産緑地地区

約 0.05ha

約 0.16ha

約 0.08ha

変更概要図参照（Ｐ８）

変更概要図参照（Ｐ８）

変更概要図参照（Ｐ８）



新旧対照表

２

名 称 面 積 備 考

新
第５１－１号生産緑地地区

第５１－２号生産緑地地区

約 ０．３５ha

約 ０．１６ha

死亡

旧 第５１号生産緑地地区 約 ０．７５ha

新 廃 止

旧 第５１－１号生産緑地地区 約 ０．３５ha

新 第５８号生産緑地地区 約 ０．１３ha 死亡

旧 第５８号生産緑地地区 約 ０．１６ha

新 廃 止

旧 第５８号生産緑地地区 約 ０．１３ha

新

第９２－１号生産緑地地区

第９２－２号生産緑地地区

第９２－３号生産緑地地区

約 ０．０５ha

約 ０．１６ha

約 ０．０８ha

旧 第９２号生産緑地地区 約 ０．４４ha 錯誤

新 廃 止 故障

旧 第１５７号生産緑地地区 約 ０．３２ha



変更概要書

３

名 称 変更の内容

第５１号生産緑地地区 和光市中央第二谷中土地区画整理事業の進捗に伴い、仮

換地の使用収益が開始され、地区が第５１－１号及び第

５１－２号に分割されたことによりそれぞれ面積を約

0.35ha、約 0.16ha に変更する。また第５１－１号は法第

１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。

面積の変更及び地区の廃止

面積約 0.35ha を廃止する。

第５８号生産緑地地区 和光市中央第二谷中土地区画整理事業の進捗に伴い、仮

換地の使用収益が開始され、また、法第１４条の規定に

基づき、行為制限が解除された。

面積の変更及び地区の廃止

面積を約 0.13ha に変更し、廃止する。

第９２号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。

また、開発行為に伴い、地区の一部が市に道路用地とし

て帰属された。

面積及び区域の変更

面積約 0.44ha の内約 0.15ha を削除する。

これに伴い地区が第９２－１号、第９２－２号及び第９

２－３号に分割され、それぞれ面積を約 0.05ha、約

0.16ha 及び約 0.08ha に変更する。

第１５７号生産緑地地区 法第１４条の規定に基づき、行為制限が解除された。

地区の廃止

面積約 0.32ha を廃止する。
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            　　廃止
第51-1号生産緑地地区　0.35ha
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理 由 書

本理由書は、都市計画法第１７条第１項の規定（第２１条第２項の規定において準用す

る同法第１７条第１項の規定）に基づき、和光都市計画生産緑地地区の変更についての理

由を示したものです。

１ 和光都市計画における位置等

和光都市計画生産緑地地区第５１号、第５８号、第９２号、第１５７号

２ 決定（変更）の必要性及び内容

和光都市計画生産緑地地区第５１号、第５８号、第１５７号において、生産緑地法

第１０条に基づき、主たる従事者の死亡による買取申出が行われ、同法第１４条の規

定に基づく行為制限の解除があった。第５１号地区及び第５８号地区については、和

光市中央第二谷中土地区画整理事業に伴い、地区の一部について買取申出があったこ

とから、地区の分割に伴う面積及び区域の変更を行い、第５１－１号、第５８号及び

第１５７号については地区を廃止する。

和光都市計画生産緑地地区第９２号においては、生産緑地法第１０条に基づき、主

たる従事者の死亡による買取申出が行われ、同法第１４条の規定に基づく行為制限の

解除があった。なお、開発行為に伴い地区の一部が市に帰属されたため、地区の分割

に伴う面積及び区域の変更を行う。
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